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１ こども食堂事業費補助金について 

 

 

目 的 

この補助金は、子どもが将来にわたって幸せな状態で成長するため、安全・安心に過ご

すことができる居場所をつくることを目的に、食事の提供のみならず、基本的生活習慣の

習得、地域との交流、学習支援、調理実習を行うこども食堂を実施する団体に対して必要

な経費を補助するものです。 

 

 

 

 

 
２ 申請受付 

 

■受付開始  令和８年４月１日（水） 

■締  切  令和９年２月５日（金） 

※夏休み等こども食堂事業は令和８年７月１０日（金） 

■提 出 先  子ども未来部子ども政策課（市庁舎１５階） 

       〒８３０－８５２０ 久留米市城南町１５－３ 

※前年度補助申請団体は、郵送提出可。新規団体・再開団体は窓口にご持参下さい。 
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３ 補助対象者 

 

対象者は、下記のア～キの要件すべてを満たしている市民活動団体等です。法人格の有

無は問いません。 

ア 名簿及び規約、会則等の組織運営に関する明文の定めを有していること。 

イ 原則として５名以上の活動できる構成員を有すること。 

ウ 市内に活動拠点を有し、主として市内において活動する団体であること。 

エ 団体代表者が１８歳以上であること。 

オ 公序良俗に反する活動を行わない団体であること。 

カ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 

キ 暴力団でないこと、又は暴力団員や暴力団と密接な関係を有するものを構成員として

いない団体であること。 

対象となる団体 

■地域コミュニティ組織 

   ・ 校区コミュニティ組織（○○校区まちづくり振興会などの市登録規則に登録した組織） 

   ・ 自治会 

   ・ 各種住民団体（校区防犯協会、自主防災会など）    など 

 ■市民公益活動団体 

   ・ 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 

   ・ ボランティア団体 （法人格のない任意の団体） 

   ・ 市民活動＊を行う団体・組織（学生団体含む）      など 

 

 

 

対象者の要件 

＊市民活動とは・・・（久留米市市民活動を進める条例 第３条より抜粋） 

(1) 主として市民、市民公益活動団体及び地域コミュニティ組織が行う不特定多数 
のものの利益の増進を目的とし、市民が主役となって社会的な課題の解決に取 

 り組む営利を目的としない活動で次のいずれにも該当しないものをいう。 
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主た  

る目的とすること。 
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的と   

すること。 
ウ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する 

公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）  
若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、若しくはこれらに反対 
することを目的とすること。 
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４ 補助対象事業 

 

補助対象となる事業は、子どもに対して、施設などの拠点において食事を提供する「こ

ども食堂」の取組です。ただし、次の点にご注意ください。 

・ 営利を目的としないこと 

・ 市内に在住する子どもに対し、手作りの食事を提供すること。 

    ＊特定の校区に在住する子どもだけが利用できるなど、一部の子どものみの利用に

限定しないでください。 

＊大人の利用も可ですが、子どもの利用を促進するための周知等を行ってください。 

＊買ってきたものをそのまま提供することはできません。 

  

 
５ 補助額 

 

補助には、「運営費補助」と「普及促進経費補助」、「施設整備費補助」があります。 

（１）こども食堂事業 

月間平均開催回数 月１回 月２回 月３回以上 

補助基準額（年額） 

２０食以上 
1２万円 2４万円 3６万円 

※ ただし、事業を年度途中に開始、または年度途中に終了して、実施月数が１２ヶ月未満とな
る場合は、補助基準額の１／１２に実施月数を掛けた額を補助限度額とする。 

※ 交付申請時の月間平均開催回数を満たせなかった場合、補助基準額が減額されます。 
 

（２）夏休み等こども食堂事業 

月間平均開催回数 夏休み期間に５回以上 
長期休業期間に１０回以上 

（うち５回は夏休み期間に実施） 

補助基準額（年額） 

２０食以上 
4.８万円 ９.６万円 

※ （１）～（２）の事業は、それぞれ併用して実施することができます。 

運営費補助・普及促進経費補助 

補助金額：実施回数により３６万円を限度 

補助金額：実施回数により９.６万円を限度 
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（３）こども食堂普及促進事業（こども食堂の試行実施） 

こども食堂の運営を検討している団体が、試行的にこども食堂を実施する場合、１回

当たり１万５千円を限度として（ただし１団体当たり２回まで）経費の補助を行いま

す。 

※補助対象経費は食材費、使用料賃借料、保険料のみとし、消耗品等は対象外です。 

 

（４）補助の要件 

（１）の事業は、次の①～⑨の要件すべてを満たすことが必要です。 

（２）の事業は、次の②～⑨の要件すべてを満たすことが必要です。 

（３）の事業は、次の②、③、⑥～⑨の要件すべてを満たすことが必要です。 

① こども食堂を久留米市内で月１回以上、かつ定期開催すること 

② 子どもに提供する食事代は、原則無料とすること（ただし、支払いができない子ど

もに対する配慮がされていれば、提供にかかる実費分を徴収することは可能）。 

③ 提供のため準備する食数は、原則として１回の実施につき２０食以上とすること。 

④ 翌年度以降も継続することが計画されていること。 

⑤ 年度を通じた取組みが計画されていること。 

⑥ 市が行う他の補助制度（市助成により他団体が行う補助制度含む）の対象となって

いないこと。 

⑦ 法律、条例等に抵触しないこと。 

⑧ 宗教、政治、若しくは営利活動を目的としないこと。 

⑨ 団体が食事を提供する施設として、主に遊興飲食させる店舗や風俗店等、青少年の

健全な育成を妨げる施設でないこと。 

 

補助金額：２０万円を限度 

①～⑨の要件の他、次の要件すべてを満たすことが必要です。 

⑩ 食事の提供に直接必要な備品（※１）購入費であること。 

⑪ 事業の運営に直接必要な施設の改修費であること。 

施設整備費補助 

※こども食堂事業と夏休み等こども食堂事業を併用している場合の開催回数の算定について 

夏休み等こども食堂事業は、こども食堂事業として実施する月平均開催回数（３回を上

限）を上回る開催分を補助対象経費として算定する。 
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⑫ こども食堂事業を実施すること。（夏休み等こども食堂事業のみの実施は対象外） 

⑬ ５年以上継続した取り組みを計画していること。（※２） 

（※１）備品：事業実施に必要な機材・物品のうち、単価が３万円以上または使用可能期間が５年以

上のもの（冷蔵庫、冷凍庫、炊飯器、レンジ等） 

（※２）５年以内に事業を廃止した場合は、補助金の交付決定日から、事業廃止日までの期間に応じ

て返還金が発生します。 

 

 

 
６ 補助申請に必要な書類 

 

補助制度を活用するためには、下記の提出書類が必要です。子ども政策課、市のホーム

ページに交付申請書等の様式を準備しています。 

以下の提出書類をそろえて、子ども政策課へ提出してください。 

 

提出書類 必須提出 

補助金等交付申請書 ○ 

事業実施計画書 ○ 

収支予算書 ○ 

団体規約・会則またはこれに準ずるもの、団体会員名簿 ○ 

請求書（２枚※） ○ 

見積書（施設整備費補助を申請する場合） ○ 

委任状（申請者と口座名義人に相違がある場合、必要）  

通帳写し（コピー） ○ 

代表者等変更届（年度中に代表者等の変更があった場合、必要）  

 提出書類は返却しません。あらかじめご了承ください。 

 暴力団または暴力団員の統制下にある団体又は法人でないことを確認するため、関係機関等へ照会

を行う場合があります。 

※ 令和８年度は暫定予算編成の都合上、先に４月～６月分のみの補助金を支払い、７月～翌３月

分の補助金は本予算成立後（７月以降）に支払うことになります。 

※  

 

  

 

実施団体が使用する備品の経年劣化や減価償却を考慮し、前回の補助から、５年の事

業継続期間が経過している場合は、１団体当たり 10 万円を限度として再度補助を受け

ることができます。 

☆前回の補助から５年が経過している団体への支援 
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７ 補助対象経費 

 

補助の対象となる経費は、こども食堂の実施および周知のために必要な経費です。 

団体を維持するために必要な経常的な運営費、個人に帰属するような経費は対象になり

ません。 
区
分 費目 内容 対象品目の例示 対象外品目の例示 

運
営
費 

食材費 

･子どもに提供する食

事に使用する食材費 

･寄付でまかなえないもの ･直接事業と関係のない食品購入

費 

･既製品（お菓子・惣菜等） 

消耗品費 

･事業実施に要する消

耗品購入費 

･食器、紙製品、ラップ、鍋、包

丁等調理用品、ごみ袋、雑巾、

コピー用紙、画用紙、模造紙、

学習用品、絵本など 

･直接事業と関係のない消耗品 

･蓋付弁当容器等、持ち帰りに供

する用品 

･レジ袋 

･プリンターのインクカートリッ

ジ等、個人使用と区別ができな

いもの 

･使い残しが出るほど大量なもの 

･電気製品（テレビ、パソコン、カ

メラ等） 

光熱水費 
･事業実施に要する光

熱水費 

･電気、ガス、水道使用料 ･個人宅で使用したもの 

･個人使用と明確に区分できない

もの 

印刷製本費 
･事業の実施に必要な

印刷費 

･チラシ、ポスター、パンフレッ

ト、チケット、冊子の印刷費 

 

･団体の広報紙 

･個人のスナップ写真の現像プリ

ント代 

通信運搬費 

･事業の実施、連絡等

に要する郵便等の通

信費 

･電話、ファクス、インターネッ

ト使用料 

･連絡用ハガキ、切手、搬送料な

ど 

･電話代（携帯電話代）、インター

ネット接続料など、個人使用と

区分できないもの 

使用料賃借料 

･事業実施に必要な会

場使用料、賃借料 

･こども食堂として使用する施設

や倉庫の家賃 

･会場使用料 

･冷暖房費 

･事業開催時における駐車場代

（時間貸しに限る） 

･機器レンタル料 

･内部会議、交流親睦会の費用 

･直接事業と関係のない賃借料 

･月極駐車場の料金 

 

保険料 
･事業実施にかかる保

険契約料 

･イベント保険料 ･事業と関係のない保険契約料 

手数料 

･保健所への許可申請

にかかる手数料 

･食品営業許可手数料 

･精米手数料 

･通販の代金引換手数料 

･通販のコンビニ決済手数料 

･事業実施と関係のない申請にか

かる手数料 

修繕費 
･事業実施に必要な備

品等の修繕費 

･備品等の修繕費 

･施設等の修繕費 

･直接事業と関係のない備品等の

修繕費 

 

施
設
整
備
費 

備品購入費 

･事業実施に直接必要

な機材・備品の購入

費 

･大型冷蔵庫、炊飯器等、食事の

提供のための備品 

 （事業実施に必要な機材・物品

のうち、単価が３万円以上また

は使用可能期間が５年以上のも

の） 

･汎用性が極めて高く、高額な物

品（車、バイク、コピー機など） 

改修費 

･事業実施に必要な施

設の改修費 

･事業実施施設の改修費 ･一時的な使用に留まり、年度を

通じた継続的な事業活動に活用

されない施設 
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■領収書について 
・ 補助の対象となる経費については、必ず領収書をもらってください。領収書がない場合、 

補助の対象外となります。 

・ 領収書は「玉ねぎ・牛肉」等、何の費用なのか、分かるように記載してください。また、 

領収書の宛名は「こども食堂の運営団体名」としてください。 

・ 領収書は、こども食堂の対象経費のみとし、対象外経費を混ぜないでください。 

・ 領収書の発行者がこども食堂団体の構成員である場合は、補助対象外となります。 

・ 領収書は、事業完了後の実績報告で必要となります。Ａ４コピー用紙に重ならないよう

に貼付け、紛失しないように保管してください。 

・  賃借料の領収書を提出の際は、賃貸借契約書の写しも提出してください。 

 
■支払方法について 
・ 補助事業にかかる経費の支払いは、原則、現金により行ってください。また、還元が生

じるポイントカードを提示又は利用しないでください。クレジットカード払い・ポイント

払い等により物品を購入した場合は、補助の対象外となります。 

・ 通信販売で食材・消耗品・備品等を購入する際は、代金引換・コンビニ決済等、現金に 

よる決済方法をご利用ください。なお、代金引換・コンビニ決済の際の手数料も、補助対 

象経費となります。 

 

■補助金活用にあたって 

・ 補助金は１，０００円単位で交付します（対象経費合計の１，０００円未満は切り捨て）。 

・ 対象となる経費であっても、持ち寄れるものは団体で用意するなど、工夫して事業計画

の作成をお願いします。 

・ 補助金額は、「事業費の合計－(事業収入＋協賛金・寄付金等）」で算出するものとしま

す。ただし、３ページの実施回数に応じた補助限度額を上限とします。 

・ 年度内事業終了後の実績報告時に概算でお支払いした補助額の精算を行います。その際

に、実支出額が既に交付した補助金の額を下回った場合、補助金の返還をしていただきま

す。 

・ 国県等のこども食堂に関する補助金の交付を受けている場合、または交付申請を予定し

ている場合は、事業収入へ計上する必要があるため、必ず子ども政策課に連絡してくださ

い。 
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８ こども食堂事業費補助金フロー 

 

 

１ 補助金交付申請書の提出               随時 

  ・補助金等交付申請書（第１号様式）等、必要書類を揃えて提出してください。 

【提出先】子ども未来部 子ども政策課（市庁舎１５階） 

※補助金交付申請額は、審査を踏まえ減額調整をお願いする場合があります。 

 

 

２ 事業の説明会及び意見交換会           交付決定前 

・補助金制度の変更点や注意点に関する説明会を行います。 

また、事業実施団体同士の情報交換を目的に、意見交換会を行います。 

事業実施団体は、参加をお願いします。 

 

 

３ 交付決定               交付申請後２週間程度 

・交付決定後、決定通知書を送付します。 

   ※交付決定通知書の「５ 補助の条件」を必ずご確認ください。 

 

４ 補助金の交付             交付決定後１ヶ月程度 

・補助金は、交付決定後に指定の口座宛に振込みます。 

※令和８年度は予算編成の都合上、先に４月～６月分のみを支払い、 

７月～翌３月分の補助金は本予算成立後（７月以降）に支払うことになります。 

※前年度に毎月の実施報告が適切に行われていない場合(注)、毎月の提出状況を 

確認したうえで複数回に分けて補助金を支払う場合があります。 

(注) “毎月の実施報告が適切に行われていない場合”とは… 

「実施報告書の提出が遅れた」「領収書が適切に添付されていない」などの 

状況が頻繁に見られた場合をいいます。 

 

５ 事業の実施                    交付決定後 

・事業の実施状況の把握のため、職員が訪問することがあります。 
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６ 実施報告書の提出                    毎月 

・開催月（日）ごとに「実施報告書」を作成してください。【翌月１５日まで】 

※期限が土日祝日などの場合、その直前の平日となります。 

（例：５月１５日が日曜日のときは、５月１３日（金）が締め切り） 

・毎月の事業実施後、「実施報告書」と「領収書」を市へ提出してください。 

 ※領収書はコピー可としますが、事業完了後に原本を必ず提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ７ 補助金の変更交付申請      変更事由発生後すみやかに 

・交付申請時から事業計画を変更し、基準額が交付決定額から増減する場合や、補助対象

経費の費目（保険料、手数料等）が増える場合、開催場所の変更等がある場合は、すみ

やかに補助金変更交付申請書を提出して下さい。変更交付申請をしていない場合、交付

申請時に計上していない費目は補助の対象外となります。 

 

 

  ８ 実績報告書の提出                事業終了後 

・年度内事業完了後、実績報告書類を提出してください。書式は交付決定時にお示しします。 

【提出期限】事業完了後、速やかに提出【４月５日まで】 

【提出先】  子ども未来部 子ども政策課（市庁舎１５階） 

・概算でお支払いした補助金の精算を行います。その際に、実支出額が補助交付額を下回っ

た場合、補助金を返還していただきます。 

・収入、支出の費用は、根拠を明示できるようにしておいてください。 

※ 実績報告時は、領収書原本、帳簿の写し等の提出が必要です。領収書原本が添付されて

いない経費は補助対象となりませんので、ご注意ください。 

※ 領収書の受取にあたっては、①備考欄等に品目等、何を購入したかを記載すること、②

宛名は個人名ではなく団体名とすること、に十分ご注意ください。 
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９ 留意事項 

 

こども食堂の運営にあたっては、次のことに留意してください。 

・ 事業実施前に必ず保健所に相談すること。 

・ 保健所の指導内容を遵守し、食中毒に注意して食品を取り扱うこと。 

・ アレルギーのある子どもへの配慮を行うこと。 

・ 「こどもの居場所づくり」や「地域とのつながり」をねらいとした活動（学習支援、

生活習慣の習得の支援等）をできるだけ行うこと。 

・ 気になる子どもについては、行政につなぐなどの対応を行うこと。 

・ 個人のプライバシー保護、個人情報の取扱いには十分配慮すること。 

・ 利用児童の帰宅時の安全確保に努めること。 


